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「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版」

に関するQ&Aについて

平成 29年 5月 30日に改正個人情報保護法が全面施行されたことへの対応、ま

た、サイバー攻撃の手法の多様化・巧妙化、 「IoT（モノのインターネット） Jと

称される新技術やサービス等の普及等、医療情報システムを取り巻く環境の変化

に対応するために、 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5

版」を策定したところです。

今般、 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版Jに関す

るQ&Aについても、別紙のとおり策定しましたので、内容を御了知の上、貴会

員等関係者に周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版」及び「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版Jに関する Q&Aにつ

いては犀生労働省ホームページへの掲載も予定しているので、念のため申し添え

ます。


